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抄　　録
　特定行為に係る看護師の研修制度は，医師または歯科医師の判断を待たずに一定の診療の補助を
行うことのできる看護師を養成することを目的として，2015年に創設された．特定行為研修修了
者その他の専門性の高い看護師は，在宅医療の推進，新興感染症等の感染拡大時の迅速かつ的確な
対応，および医師の働き方改革に伴うタスク・シフト／シェアの推進に資するものとしてその役割
が期待されている．京都府立医科大学では，外科術後病棟管理領域コースと術中麻酔管理領域コー
スの 2コースを開設しており，少人数ながらも修了生を輩出している．特定行為研修を開設して 4
年目となる今，国の施策としての特定行為研修制度の概要と本学での運用の実際をふまえ，今後の
課題について考察する．
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Abstract

　　The training system of nurses pertaining to specified medical acts was established in 2015 to 
nurture nurses who could provide certain types of medical assistance without waiting for the 
judgement of physicians or dentists.  Nurses who have completed such training, as well as other 
highly specialised nurses, are expected to play a role in promoting home medical care, responding 
promptly and accurately during the spread of emerging infectious diseases, and advancing task-
shifting and task-sharing associated with the workstyle reform of physicians.  The Kyoto Prefectural 
University of Medicine offers two courses, the Postoperative Surgical Ward Management Course and 
the Intraoperative Anaesthesia Management Course, and despite having a small class size, the 
university has produced graduates from these courses.  In our fourth year of offering training for 
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specified medical acts, we will discuss the future challenges in the training system, taking into 
consideration an overview of the national policy on training systems pertaining to specified medical 
acts and its practical operation at the university.
 

Key Words: Training system of nurses pertaining to specified medical acts, Promotion home medical 
　　　　　　care, Career support.

緒　　　　　言

　日本人口の 5人に 1人が 75歳以上の後期高
齢者となる 2025年に向けて，更なる在宅医療
等の推進を図ることを目指し，医師または歯科
医師の判断を待たずに一定の診療の補助を行う
ことのできる看護師を養成することを目的とし
て創設されたのが，特定行為に係る看護師の研
修制度（以下「特定行為研修」とする）である1）．
特定行為研修には，在宅医療における質の高い
効果的なケアの実施の推進，新興感染症の感染
拡大時にも高度急性期に対応できる知識・技術
を習得した看護師確保，医師の働き方改革の推
進の 3つの役割が求められている．
　特定行為研修は，2015年 10月より保健師助
産師看護師法第 37条の 2等の関係法令に基づ
き運用が開始され，2019年 4月には実践頻度
の高い特定行為の研修のパッケージ化が行われ
た．特定行為研修は，医療機関や本学看護実践
キャリア開発センターのような部門で行う区分
別・領域別パッケージ研修と，大学院教育とし
て行う研修とに分けられる．京都府立医科大学
では，区分別・領域別パッケージ研修の形で
2019年度に厚生労働省より看護師特定行為研

修指定研修機関の指定を受け，2020年度には
外科術後病棟管理領域コース，2021年度には
術中麻酔管理領域コースの研修を開始した．
2022年度には厚生労働省教育訓練給付制度専
門実践教育訓練講座の指定を受け，少人数なが
らも修了生の育成，輩出を続けている．

特定行為に係る看護師の研修制度とは

　特定行為は診療の補助であり，看護師が手順
書により行う場合には，実践的な理解力，思考
力，判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技
能が特に必要とされる 38行為を示す 2）．特定
行為の例として，「気管カニューレの交換」，「侵
襲的陽圧換気の設定の変更」，「持続点滴中の高
カロリー輸液の投与量の調整」などがあげられ
る．特定行為を行う看護師は，指定研修機関に
おいて当該特定行為の特定行為区分に係る特定
行為研修を受け，医師または歯科医師が看護師
に診療の補助を行わせるために，その指示とし
て作成する手順書に基づいて実践を行う（図
1）．厚生労働省が定める 21区分 38行為にお
いて，特定行為研修を修了した看護師が事前に
医師との間で手順書を取り決めていれば，医師
の指示がなくても患者に対して特定行為を行う

図 1．特定行為実施の流れ
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ことができるのである．このような特定行為研
修修了者は 2023年 3月時点で全国 6,875名，
各区分別修了者数は 35,506名にのぼる3）．
　認定看護師を養成する日本看護協会では，
2019年より特定行為研修を組み込んだ B課程
認定看護師（特定認定看護師）教育を開始した．
特定行為研修を組み込んでいない A課程認定
看護師教育は 2026年度をもって終了となる．
認定看護師とは，ある特定の看護分野において，
熟練した看護技術と知識を有する者であるが，
特定行為研修を修めることで，高い臨床推論力
と病態判断力に基づく水準の高い看護を実践す
ることができる4）．

特定行為研修の概要と臨地実習

　本学では，「高度医療及び地域医療の現場に
おいて社会的責任と役割を自覚し，これらの医

療・福祉の中のキーパーソンとして高度な臨床
実践能力を発揮できる看護職を育成する」こと
を目的とし，2020年度より特定行為研修を開
始した．本学特定行為研修の大きな特徴は，高
度な医療を行う特定機能病院である大学附属病
院が実習施設であることであり，その強みと地
域のニーズを鑑みて，周手術期関連のコースを
開講している．大学附属病院長が委員長を務め
る特定行為研修管理委員会のもと，看護実践
キャリア開発センターが事務局を担って運営し
ている．開設以降，13区分 19行為の外科術後
病棟管理領域コース（表 1）と 6区分 14行為
の術中麻酔管理領域コース（表 2）において毎
年修了生を輩出し，現在は 2024年度集中治療
領域コース新設に向けて準備を進めている．
　特定行為研修は，共通科目（すべての特定行
為区分に共通するものの向上を図るための研

表 1．外科術後病棟管理領域の 13区分 19行為
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表 2．術中麻酔管理領域の 6区分 14行為

修）と区分別科目（特定行為区分ごとに異なる
ものの向上を図るための研修）により構成され
ている．共通科目はすべての受講生に必須であ
るが，区分別科目は受講生自身が該当する特定
行為区分を選択して受講する．どの科目も到達
目標や学習内容，時間数，研修方法（講義，演
習，実習），評価方法（筆記試験，各実習の観察
評価）が定められている．本学では，e-learning，
スクーリングを実施した後に科目修了試験，演
習，OSCEを行い，臨地実習に臨む（表 3）．
　本学における特定行為研修生数の推移を表 4
に示す．1期生から 4期生まで研修生 22名の
平均臨床経験年数は，外科術後病棟管理領域
14.2±5.4年，術中麻酔管理領域 17.2±3.4年と
長く，毎年認定看護師資格をもつ研修生が含ま
れている．全国の修了生の特徴を見ると，約
63％が 41歳以上，主任・リーダー等以上の職
位にある者 61.5％，認定看護師取得者 47.1％，
専門看護師取得者 1.3％，診療看護師 9.2％と
なっており，本学の研修生の特徴も合致してい
る 5）．
　研修生が e-learningとスクーリングを終えて
臨地実習に臨むためには，科目修了試験及び

OSCE（必要科目のみ）に合格する必要がある．
特定行為研修は，研修医レベル相当の知識・技
術の取得が想定されており，カリキュラムに
沿った学習のみならず実技演習を含む厳しい自
己研鑽が不可欠である．
　臨地実習は，一つの特定行為ごとに 5症例以
上を経験し，かつ指導医による客観的技術評価
に合格するまで行われる．近畿厚生局に届出の
なされた指導医が，申請した行為の指導を行う
にあたり，特定行為を安全に行うことができる
患者を選定し，研修生と共に臨地実習の説明と
同意を患者・家族に行う．特定行為実施の際に
は手技を指導する他，カンファレンスやディス
カッションを行い，研修生のフィジカルアセス
メントや臨床推論等の能力向上を目指す．また，
特定行為に関する観察，判断，実施の記録は研
修生が電子カルテに記入するため，指導医とし
ての承認や，評価基準に沿った特定行為ごとの
客観的評価を実施するなど，指導医の役割は多
岐にわたる．本学で初めて実習を行う研修生の
場合，病院の構造やシステムに不慣れなことが
あり，指導医との調整を行うまでにも大きなス
トレスを抱えることとなる．指導医と研修生と
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の間に入り，受け持ち患者の選定と同意取得，
行為実施と振り返りまでの調整を，看護実践
キャリア開発センターの専任教員，看護師長，
特定行為研修修了生が担っている．

研修および修了後の課題

　本学での特定行為研修開講年である 2020年
度看護実践キャリア開発センター報告書による
と，研修全体の課題として，1．対象患者確保
困難による臨地実習期間の長期化，2．イン
フォームドコンセント及び承諾書の取得困難，

3．特定行為関連手技の指導機会の不足，4．指
導医の負担増加，が挙げられている6）．これら
の課題は 4年目となる現在も解決できたとはい
えず，毎年指導医とキャリアセンター支援者が
改善に向けて取り組みを続けているが，附属病
院内に研修修了生が増えてきたことや，指導医
の理解・協力をより得られるようになってきた
ことから，今後も継続して診療科や看護部との
連携の下，学習環境を整えていきたいと考える．
　特定行為研修を修了した看護師は，患者の健
康アウトカムとQuality of Lifeの向上に向けて
多面的な活動が期待されるが，修了後の活動に
おいて検討すべき課題は多い．厚生労働省によ
る調査では，「過去 1年間における就業先での
特定行為実施状況」において，31.6％が特定行
為を実施しておらず，その理由で最も多かった
のが「就業先で特定行為研修修了者が活動でき
るような環境がない」52.8％，「特定行為を実
施する対象者がいない」22.0％などであった5）．
「特定行為を実施するにあたり困難に感じてい

表 3．2023年度特定行為研修年間スケジュール

表 4．受講生数の推移
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ること」では，「特定行為研修制度について周
知すること」53.6％，「修了者自ら手順書を作
成しなければならない状況がある」38.3％，「症
例が少ない」31.1％と続く．その他，指導を仰
ぐ医師のマンパワー不足や特定行為に携わるこ
との少ない部署への配属，インセンティブとサ
ポートの不足なども挙げられる．これらの課題
を踏まえ，厚生労働省の公募事業「看護師の特
定行為研修の受講と特定行為研修修了者の活動
を推進する事業（特定行為研修の組織定着化支
援事業推進に係るワークショップ等開催事業）」
に本学もエントリーし，修了者の活動支援体制
の構築を進めている．

特定行為研修の位置づけと
看護師のキャリア支援

　専門看護師，認定看護師，診療看護師と並ん
でその活躍が期待されている特定行為研修修了
者であるが，その位置づけは曖昧なところがあ
る．特定行為研修は資格ではないため名称は規
定されておらず，国際看護師協会において高度
実践看護師と定義されているのは，大学院での
教育を受けた専門看護師（Clinical Nurse Spe-
cialist; CNS）と Nurse Practitioner（NP）で
あり，特定行為研修修了者は含まれない 7）．特
定行為研修制度が創設された 2015年には，「看
護の専門家ではなくミニドクターを養成するも
の」として反対する意見もあり 8），現在もその
論調は看護界に根強く残っている．そのためか，
特定行為研修修了者に対する認識は施設間や施
設内でも大きな差がある．研修修了後の看護師
は，施設によって看護部または診療科に配属と
なる．その働き方は，ユニット固定配置か組織
横断型配置かによって異なるが，研修を受けて
医師の診断プロセスや臨床推論を理解できるよ
うになった看護師は，医師との協働がよりス

ムーズにでき，医療・看護の質を向上させるこ
とができる．施設内に特定行為研修修了者が増
えることでシームレスな活動が可能になり，医
師のタスク・シフト／シェアにも貢献できる．
また，特定行為研修制度では，チーム医療のキー
パーソンとして看護師を位置づけており，医療
の場における役割拡大が期待されている．看護
の専門性をより高めるための特定行為制度とい
う認識は，かつてよりも広がってきているよう
に見受けられる．
　特定行為研修を受講する看護師は，向上心が
高く優れた看護実践能力をもつジェネラリスト
である．一年間の研修を終えた後，自施設に戻っ
て存分にその能力を発揮できるよう，施設管理
者には特定行為に係る活動の環境整備，体制構
築にご尽力いただきたい．10名以上の特定行
為修了者を配置しているところの多くは，看護
師数 400名以上の大規模施設が中心であるが，
このような施設では組織として育成・活動の方
針を決定し，それを推進するための体制を整備
している 9）．本学においても，特定行為研修が
在宅医療を推進する一助として構築された制度
であることや，本学が地域医療構想の中でどの
ような使命を有しているかをふまえ，特定行為
看護師の活躍の場を整えていかなければならな
い．特定行為看護師が「ミニドクター」ではな
く，高度な看護実践能力をもつ専門性の高い看
護職として活躍できるかどうかは，大学，附属
病院診療科，看護部，看護実践キャリア開発セ
ンターが共有する方針・目標にかかっている．
特定行為研修修了者を看護師のキャリア支援の
システムに明確に位置づけ，将来を見据えた
キャリアパスを構築していく必要がある．

　開示すべき利益相反状態はない．
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